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研究成果の概要（和文）：本研究は、災害復興を視野に入れたコミュニティ・リーガル・サービス（地域社会の
ニーズに対応する法サービス）を、日本、アメリカ、オーストラリアで比較検討し、そのあるべき姿を構想する
ことを目的とした。研究の遂行は、前記3ヶ国における関連文献調査ならびに訪問調査により、学会報告と論文
執筆で研究成果を公表して批判を仰ぎつつ、実施した。
研究成果として、各国のコミュニティ・リーガル・サービスに該当しうる地域での法実務を把握し、相互比較を
行うための枠組みを考案することができた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research was to compare and examine the community legal 
service (the law service that responds to the needs of local communities) with a view to disaster 
recovery in Japan, the United States, and Australia, and to envision the ideal form. The research 
was carried out by reviewing relevant literatures and on-the-spot surveys in three countries, and 
though receiving comments on articles and presentations on the research results.
As a result of the research, I was able to grasp the legal practices in each country that could fall
 under each country's community legal services, and to consider a framework for cross-comparison.
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キーワード： 災害法　コミュニティ　リーガル・サービス　地域連携　弁護士　被災者　司法アクセス　司法書士

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
災害を視野に入れたコミュニティ・リーガル・サービスの概念は、これまで学術的に明確に使用されることはな
かった。コミュニティ・リーガル・サービスに着目した、日本、アメリカ、オーストラリアにおける比較検討
も、これまでほとんどなかったように見受けられる。
その意味で、本研究において、コミュニティ・リーガル・サービスという概念を創出し、前記3ヶ国における実
情把握と比較検討を行ったことは、今後の他国における実情把握と比較検討を可能にする枠組みを提供した点で
も、学術的な意義がある。また、本研究が、災害の頻発する前記3ヶ国その他の国や地域における災害対応にお
いて活用されることにより、社会的意義もあわせ持つ。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
（1）研究代表者は、2006 年度より、東北地方の法律サービスの実態調査を継続してきた。な
かでも、司法・弁護士過疎地と称される、住民人口に比して司法機関や実務法律家の僅かな地
域に注目し、同地域の法的ニーズへの対応状況に研究関心を抱いてきた。また、2009 年実施の
裁判員裁判について、各地の刑事裁判に住民が裁判員として参加することで、地域の司法を支
える側面があることに注目してきた。そして、「地域司法論」の理論的枠組みをもって、地域に
おける法サービスを検討する構想を提起した。 
上記研究の過程で、オーストラリアで、資力の十分でない者への支援を通じて法サービスの

利用を促進するリーガル・エイド（法律扶助）や、コミュニティ・リーガル･サービスを通じて、
各地で住民の紛争解決支援や法教育を行う取り組みが進展してきた経過を知った。そこで、2010
年に、シドニー市近郊のコミュニティ・リーガル・センター等を訪問し、地域の同センターの
役割に関するヒアリングを行い、地域司法に関する第一回全国会議に参加して、同国の地域の
法サービスの現状と課題に接した。 
 
（2）日本では、2011 年 3 月の東日本大震災により、研究代表者が研究対象としてきた東北地
方の太平洋沿岸部（司法・弁護士過疎地が多い）が、地震、津波と原発事故による甚大な被害
を被った。被災地の法サービスには、日常の法的ニーズに加えて、震災復旧・復興に伴う法的
ニーズへの対応も求められることが予想されたため、同震災後、東北地方沿岸部を訪問し、現
地の公設法律事務所や法律扶助業務等を担う法テラス被災地出張所等へのヒアリングを通じて、
震災の法的対応状況を調査した。 
2012 年には、アメリカ合衆国のミシシッピー州へ赴き、ハリケーン・カトリナと BP オイル

社の原油流出事故を含む法的問題に地域 NPO と取り組む公益法律事務所等を、訪問調査した。 
従来、地域司法が災害との関連で正面から論じられることは、ほとんどなかった。また、前

述の米豪における災害への法的対応の詳細な調査と紹介例は日本になく、文献は多くない。そ
こで、本研究では、先行研究を踏まえ、災害復興を視野に入れたコミュニティ・リーガル・サ
ービスの日米豪比較研究を通じて、災害対応型の地域司法のあり方を考察することとした。 
 
２．研究の目的 
（1）研究目的は、災害復興を視野に入れたコミュニティ・リーガル・サービス（地域社会のニ
ーズに対応する法サービス）を日米豪で比較検討し、各国のメリットとデメリットを明らかに
し、そのあるべき姿を構想することにある。すなわち、これら 3国のコミュニティ・リーガル・
サービスを調査研究するとともに、それらが災害にどのように対応し、またどのようなことが
課題なのかを明らかにすることである。 
 
（2）具体的な研究目的は、国内外にまとまった研究のない、災害対応型のコミュニティ・リー
ガル・サービスを、日米豪の 3国の比較を通じて検討することにある。本研究により、災害に
対応しうる地域の法的規律のあり方が、3 国の実情から明らかにするとともに、研究成果を、
学会等での報告や論文等の刊行により、社会と国民に発信、還元することが目指された。 
 
３．研究の方法 
（1）研究方法は、地域司法および災害への法的対応に関する国内外の文献調査、日米豪の現地
の司法関係機関、弁護士、災害関連 NPO 等の訪問・ヒアリング調査によるコミュニティ・リー
ガル・サービスの運用実態の把握および関連資料収集である。実情調査は、日本では東日本大
震災等の被災地で、アメリカではニューオーリンズで、オーストラリアではメルボルンで、そ
れぞれ実施した。 
 
（2）研究は、以下のスケジュールで進められた。すなわち、平成 27 年度は、日米豪 3国のコ
ミュニティ・リーガル・サービスの制度と実情に関する文献ならびに先進地域の訪問調査の実
施、平成 28年度は、災害対応に特化した日米豪 3国のコミュニティ・リーガル・サービスの制
度と実情に関する文献ならびに被災地訪問調査の実施、平成 29 年度と 30 年度は、災害復興を
視野に入れたコミュニティ・リーガル・サービスの日米豪の比較研究と総括の遂行である。 
 
４．研究成果 
（1）本研究では、災害復興を視野に入れたコミュニティ・リーガル・サービス（地域社会のニ
ーズに対応する法サービス）を、日本、アメリカ、オーストラリアで比較検討し、そのあるべ
き姿を構想した。研究の遂行は、当該 3ヶ国のコミュニティ・リーガル・サービスに関する文
献調査ならびに訪問調査により、学会報告と論文執筆で研究成果を公表して批判を仰ぎつつ、
実施した。研究成果として、各国のコミュニティ・リーガル・サービスに該当しうる地域での
法実務を把握するとともに、各国間で相互比較を行うための枠組みを検討することができた。 
 
（2）日本については、東日本大震災後に津波犠牲者の遺族が提起した津波訴訟の実情を中心に、
調査と考察を行った。その結果、津波事故で家族を亡くし、または行方不明となった遺族が、
避難指示の過誤責任等のあるとみなされる関係者（学校、企業、施設、国・県等）に原因と実



情の説明を求め、場合により第三者検証委員会の検証を経て、納得のいく対応や結果を得られ
ることなく、弁護士を見出し、相談または依頼を行い、訴訟に踏み切る過程を把握することが
できた。あわせて、被災地および全国の弁護士および司法書士その他の隣接法律専門職、なら
びに日本弁護士連合会と各地の弁護士会、日本司法書士会連合会と各地の司法書士会、日本司
法支援センター（法テラス）での災害対応実務のあり方を探った。 
その結果、東日本大震災等への対応に、地域で災害および被災者・遺族への対応する弁護士

等の個人ベースでの有志による法律相談や事件受任の取り組みのほか、弁護士会および法テラ
ス等の災害法律相談、会員・スタッフ弁護士等の被災地派遣、立法提言等の組織的対応が見ら
れ、また個々の被災者に対して各種専門家が連携して支援を行う災害ケースマネージメントと
称する試みが進められていることを明らかにした。 
 
（3）アメリカとオーストラリアについては、両国のコミュニティ・リーガル・サービスに該当
しうる地域の災害対応法実務について、ハリケーン・カトリナの被害を受けたニューオーリン
ズとメルボルンで、関連文献調査と弁護士と災害専門家に対するヒアリング調査を実施した。 
その結果、一般の法律事務所ほか、公益的法律事務所やコミュニティ・リーガル・サービス

センターにおいて、弁護士その他の専門職、NPO やボランティアが、連携して災害対応にあた
っている実情を明らかにした。 
 
（4）以上の通り、本研究を通じて、日本、アメリカ、オーストラリアの 3国とも、各国で形態
と実情は異なるものの、被災地を中心に、弁護士等の法律専門職の個人ならびに弁護士会と、
各種専門家ならびに組織が連携して、被災者の実情に応じた支援や取組みを進めつつあること
が明らかになった。 
災害を視野に入れたコミュニティ・リーガル・サービスの概念は、これまで学術的に明確に

使用されることはなく、コミュニティ・リーガル・サービスに着目した日本、アメリカ、オー
ストラリアにおける比較検討も、これまでほとんどなかった。その意味で、本研究において、
コミュニティ・リーガル・サービスという概念を創出し、前記 3ヶ国における実情把握と比較
検討を行い、コミュニティ・リーガル・サービスの実情とあり方を検討したことは、今後の他
国における実情把握と比較検討を可能にする枠組みを提供した点でも、学術的な意義がある。 
また、本研究は、今後、災害の頻発する前記 3ヶ国その他の国や地域における災害対応にお

いて活用されることにより、社会的意義もあわせ持つものである。 
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